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制
度
導
入
に
よ
る
事
務
負
担
が
増
加

す
る
と
回
答
し
た
事
業
所
が
多
い
中
、

売
上
高
1
千
万
円
以
下
の
事
業
者
の
79.4

%
は
経
理
事
務
を
1
人
で
行
っ
て
お
り
、

専
任
担
当
者
が
い
な
い
ケ
ー
ス
が
76.4
%

を
占
め
て
い
る
と
い
う
結
果
に
な
り
ま

し
た
。

　
デ
ジ
タ
ル
化
の
状
況
同
規
模
の
事
業

者
で
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
対
応
ツ
ー
ル

（
A
I
‐
O
C
R
等
）
を
導
入
し
て
い

な
い
割
合
が
86.9
%
に
達
し
て
い
ま
す
。

手
作
業
中
心
の
経
理
体
制
の
場
合
、
イ

ン
ボ
イ
ス
導
入
に
よ
る
事
務
負
担
増
を

よ
り
強
く
感
じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
次
に
事
業
所
規
模
別
に
ツ
ー
ル
活
用

と
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
の
状
況
に
つ
い
て

尋
ね
る
と
、
規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
、

イ
ン
ボ
イ
ス
対
応
の
た
め
に
ツ
ー
ル
を

活
用
す
る
割
合
が
低
く
、
「
売
上
高
１

千
万
円
以
下
の
事
業
者
」
で
は
86.9
％
が

自
社
で
ツ
ー
ル
を
活
用
し
て
い
な
い
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
規
模
が

小
さ
く
な
る
ほ
ど
、
経
理
業
務
の
ペ
ー

パ
ー
レ
ス
化
が
進
ん
で
お
ら
ず
、
「
売

上
高
１
千
万
円
以
下
の
事
業
者
」
で
は

56.7
％
が
全
く
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
し
て
い

な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

    【参考】本則課税（一般課税）事業者

　本則課税事業者とは、消費税の計算に

おいて、売上にかかる消費税額から実際

に支払った仕入れや経費にかかる消費税

額を差し引いて納税額を計算する事業者

のこと。

その他、インボイス制度に関する事業者の声（アンケートより抜粋）

令和8年税制改正により、インボイス制度における負担軽減措置の拡充・見直し！

③
小
規
模
事
業
者
の

　
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
の
実
態

 

２０２５年12月19日公表の与党税制改正大綱を基に日本商工会議所が作成した資料を
掲載しています。
法案成立により内容が確定するため、実際の税制改正の内容と異なる可能性があります。

● 免税事業者からの仕入に係る負担軽減措置については、
　 ２０２６年10月以降の控除率を５割から７割に引き上げ、適用期限を延長
● 免税事業者が課税転換した際の納税額に係る負担軽減措置については、
　 個人事業主を対象として、売上税額の３割に見直したうえで、２０２８年９月末まで延長

【制度の概要】
 ● 免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の一定割合に軽減する措置
 ● 個人事業主を対象として、売上税額の３割に見直したうえで、２０２８年９月末まで２年間延長

【今後のスケジュール】

３年間 ２年間

対 象 者︓法人および個人事業主
負担割合︓売上税額の２割

対 象 者︓個人事業主のみ
負担割合︓売上税額の３割

2年間延長

2023年
10月

2026年
10月

2028年
９月末

インボイス
導入

既に本措置を適用している
個人事業主も適用可能

2026年
10月

2027年
10月

2028年
10月

2030年
10月

2031年
９月末

従来の控除率
80％

50％控
除
率

70％

30％

0％

引上げ
延 長

１年間

２年間

2029年
10月

50％

0％

改正内容

◆ 免税事業者等からの仕入に係る負担軽減措置の延長・拡充

◆ 免税事業者等が課税転換した際の納税額に係る負担軽減措置の延長

【今後のスケジュール】

２年間
引上げ

今回の見直しにより、
負担軽減措置の適用は
２０３１年９月末まで

２年間延長


